
工
事
着
工
後

約
10
㎝
の
段
差
に
解
消
さ

れ
ま
し
た

工
事
着
工
前

約
30
㎝
ほ
ど
段
差
が
あ
り

ま
し
た
。

　

10
月
か
ら
12
月
上
旬
ま
で

行
っ
て
い
た
御
代
田
駅
ホ
ー
ム

の
か
さ
上
げ
工
事
が
完
了
し
ま

し
た
。

　

こ
の
工
事
は
、
電
車
と
ホ
ー

ム
の
間
の
段
差
や
、
す
き
間
を

解
消
す
る
た
め
に
行
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
段
差
な
ど
が
解

消
さ
れ
た
こ
と
で
、
利
用
者
の

皆
さ
ま
に
は
よ
り
安
全
に
ご
利

　

町
営
有
料
駐
車
場
の
契
約
利
用
者

を
募
集
し
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
の
契
約
を
さ
れ
て
い

る
方
も
募
集
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

 

企
画
財
政
課
財
政
係（
内
線
54
）

募
集
台
数

　

駅
西
駐
車
場　

26
台

　

駅
北
駐
車
場　

30
台

契
約
料
金

　

年
額
 
３
６
、０
０
０
円

※
都
合
に
よ
り
中
途
で
解
約
さ
れ
た

場
合
は
、
未
使
用
の
月
分
を
月
割

り
で
払
い
戻
し
い
た
し
ま
す
。

募
集
期
間（
土
日
を
除
く
）

　

３
月
１
日（
月
）〜
３
月
15
日（
月
）

申
込
方
法

　

町
営
駐
車
場
使
用
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
駐
車
す
る
車
の

自
動
車
検
査
証
の
写
し
を
添
え
て
直

接
お
持
ち
に
な
り
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
申
込
書
は
企
画
財
政
課
窓
口

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

　

浅
間
サ
ン
ラ
イ
ン

の
う
ち
、
町
道
西
城

西
宮
原
線（
約
２
・
１

㎞
）は
昨
年
末
に
長

野
県
が
管
理
す
る
主

要
地
方
道
小
諸
軽
井

沢
線
と
な
り
ま
し
た
。

大
浅
間
ゴ
ル
フ
ク
ラ

ブ
入
口
か
ら
軽
井
沢

町
境
ま
で
は
、
以
前

か
ら
県
が
管
理
し
て

お
り
、
こ
れ
を
も
っ

て
町
内
を
通
っ
て
い

る
浅
間
サ
ン
ラ
イ
ン

は
す
べ
て
県
管
理
の

道
路
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
旧

主
要
地
方
道
小
諸
軽

井
沢
線（
約
２
・
５

㎞
）は
、
町
道
塩
野

区
内
線
と
し
て
御
代

田
町
が
管
理
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
建
設
係

 

（
内
線
33
・
38
）

御
代
田
駅
ホ
ー
ム
の

か
さ
上
げ
工
事
が

完
了
し
ま
し
た

平
成
22
年
度
利
用
者
募
集

駅
西
駐
車
場

駅
北
駐
車
場

浅
間
サ
ン
ラ
イ
ン（
小
諸
市
境
〜

大
浅
間
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
入
口
）

の
区
間
が
県
道
に
な
り
ま
し
た

▼

主要地方道小諸軽井沢線
2,093.5m

以前より県道部分
軽井沢境まで

町道塩野区内線
2,500.9m

用
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
し
な
の
鉄
道
御

代
田
駅
を
積
極
的
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

し
な
の
鉄
道
経
営
企
画
課

　

０
２
６
８（
21
）４
７
０
１

　

企
画
財
政
課
企
画
係

 

（
内
線
53
番
）

営
林
署
苗
畑

営
林
署
苗
畑

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり33月号 月号 （（22））　　



　

東
信
交
通
災
害
共
済
は
、
日
本

国
内
に
お
い
て
交
通
事
故
に
よ
り

人
身
に
災
害
を
受
け
た
方
を
救
済

す
る
た
め
の
支
え
合
い
共
済
で
す
。

　

掛
金
は
、
年
間
一
人
５
０
０
円

で
、
最
高
１
０
０
万
円（
死
亡
時
）

の
見
舞
金
が
給
付
さ
れ
ま
す
。

　

町
か
ら
各
世
帯
へ
送
付
い
た
し

ま
す「
交
通
災
害
共
済
加
入
の
ご

案
内
」通
知
を
持
参
の
上
、
所
定

の
金
融
機
関
で
会
費
の
納
入
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
に
申

し
込
み
を
さ
れ
た
方
は
、
平
成
22

年
４
月
１
日
か
ら
会
員
と
な
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
お
早
め
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
〝
ま
さ
か
〞の
事
故
に
備
え
、
家

族
み
ん
な
で
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

【
共
済
掛
金
】

　

年
間
一
人
５
０
０
円

【
会
員
期
間
】

　

平
成
22
年
４
月
１
日
〜

　
　

平
成
23
年
３
月
31
日

　
（
た
だ
し
、
４
月
１
日
以
降
に

申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
は
、
そ

の
翌
日
か
ら
平
成
23
年
３
月
31

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。）

【
会
費
納
入
場
所
】

●
八
十
二
銀
行
本
店
・
支
店

●
上
田
信
用
金
庫
本
店
・
支
店

●
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

　
（
長
野
、
新
潟
県
内
に
限
る
）

●
佐
久
浅
間
農
業
協
同
組
合

　
（
町
内
の
支
所
に
限
る
）

※
役
場
総
務
課
窓
口
で
は
、
お
申

し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。
御
代
田
町

指
定
金
融
機
関（
役
場
内
の
銀
行
）

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
交
通
事
故
の
場
合
の
措
置
】

　

交
通
事
故（
自
損
事
故
を
含
む
）

で
負
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
最

寄
り
の
警
察
署
に
報
告
し
て
く
だ

さ
い
。
報
告
が
正
し
く
さ
れ
て
い

な
い
場
合（
無
届
け
お
よ
び
物
件

事
故
扱
い
な
ど
）は
、
見
舞
金
の

支
給
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

【
見
舞
金
の
請
求
】

　

自
動
車
や
自
転
車
で
運
行
中
に

お
け
る
事
故
に
よ
り
人
身
に
災
害

を
受
け
た
と
き
は
、
事
故
発
生
日

か
ら
１
年
以
内
の
災
害
の
程
度
に

応
じ
て
共
済
見
舞
金
を
支
給
し
ま

す
。
役
場
総
務
課
に
て
申
請
用
紙

を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

　

請
求
期
間
は
、
事
故
発
生
日
か

ら
２
年
以
内
で
す
。

【
後
遺
障
害
見
舞
金
】

　

共
済
見
舞
金
と
同
様
の
事
故
に

よ
り
、
事
故
発
生
日
か
ら
２
年
以

【
問
い
合
わ
せ
先
】

 

総
務
課
庶
務
係（
内
線
25
）

【共済見舞金等級表】
等級 災 害 の 程 度 金　額
1 死亡 100万円
2 入院治療実日数140日以上  30万円
3 入院治療実日数110日以上  25万円
4 入院治療実日数80日以上  20万円
5 入院治療実日数30日以上、かつ通院治療実日数30日以上  15万円

6 入院治療実日数20日以上、かつ通院治療実日数20日以上、
または通院治療実日数70日以上  10万円

7 入院治療実日数15日以上、かつ通院治療実日数15日以上、
または通院治療実日数50日以上   8万円

8 入院治療実日数10日以上、かつ通院治療実日数10日以上、
または通院治療実日数35日以上   6万円

9 入院治療実日数6日以上、かつ通院治療実日数6日以上、
または通院治療実日数20日以上   4万円

10 入院治療実日数3日以上、かつ通院治療実日数3日以上、
または通院治療実日数10日以上   3万円

11 治療実日数（入通院合算）4日以上   2万円
備考
①1日に2ヵ所以上の医療機関で治療を受けても実日数は1日とする。
②通院治療には往診治療を含むものとする。
③通院治療実日数は、入院治療実日数で補足できるものとする。
④自動車安全運転センターの交通事故証明書の照合記録簿の種別が物件事故
の場合及び交通事故証明書の添付がない（交通事故申立書の添付で請求す
る）場合は4万円までを支給の上限とする。

【後遺障害見舞金等級表】
等級 障 害 の 程 度 金　額
１ 身体障害者手帳１級または２級 100万円
２ 身体障害者手帳３級または４級  50万円

見舞金の支給制限
　見舞金等級表の備考④の場合。会員または見舞金受取人の故意による場合。
天災、暴動等異常事態による場合。正当な理由なしに医師の指示に従わない場合。

平
成
22
年
度

東
信
交
通
災
害
共
済
に

加
入
し
ま
し
ょ
う
！

内
に
そ
の
事
故
を
直
接
の
原
因
と

し
て
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
た
場
合
に
支
給
し
ま
す
。

　

請
求
期
間
は
、
身
体
障
害
者
手

帳
交
付
日
か
ら
１
年
以
内
で
す
。

共
済
見
舞
金
と
は
別
に
支
給
し
ま

す
。

（（33）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり33月号月号


